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奨
励
金
の
額

奨
励
金
は
、
新
た
な
投
資
に
課
さ
れ

る
固
定
資
産
税
相
当
額（
上
限:

年
間
5

千
万
円
）で
、
固
定
資
産
税
を
納
付
し

た
翌
年
に
交
付
し
ま
す
。
家
屋
は
3
年

間
、
償
却
資
産
は
１
年
間
が
対
象
で
す
。

制
度
の
期
間

平
成
23
年
3
月
31
日
ま
で
に
認
定
を

受
け
た
事
業（
5
年
間
の
時
限
制
度
）。

な
お
、こ
の
奨
励
金
は
家
屋
で
1
回
、償

却
資
産
で
1
回
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

事
業
認
定
の
条
件

事
業
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に

は
、
次
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

〇
家
屋
や
償
却
資
産
を
購
入
す
る
場
合

は
購
入
す
る
前
、
家
屋
を
新
築
・
増

改
築
す
る
場
合
は
工
事
に
着
手
す
る

前
に
認
定
申
請
を
す
る
こ
と
。

〇
認
定
申
請
を
し
た
日
の
翌
々
年
の
1

月
１
日
ま
で
に
家
屋
や
償
却
資
産
を

取
得
す
る
こ
と
。

〇
建
築
基
準
法
・
都
市
計
画
法
な
ど
の

法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

〇
申
請
者
に
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

制
度
の
概
要
と
そ
の
目
的

市
内
産
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

工
場
や
事
務
所
の
建
設
、
機
械
設
備
の

導
入
な
ど
を
行
う
事
業
者
に

対
し
、
奨
励
金
を
交
付

す
る
制
度
。

対
象
と
な
る
事
業

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
事

業
で
す
。

▼
市
内
で
投
資
を
行
う
事
業

市
内
で
家
屋
ま
た
は
償
却
資
産
を
取

得
す
る
事
業
。
た
だ
し
、
公
営
事
業
者

（
鉄
道
・
電
気
・
電
気
通
信
・
ガ
ス
事

業
者
）が
行
う
事
業
は
対
象
外
で
す
。

▼ 

営
利
を
目
的
と
し
、
継
続
的
に
行
う

事
業

住
宅
や
家
庭
用
の
倉
庫
は
営
利
を
目

的
と
し
な
い
た
め
、
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
事
業
を
継
続
的
に
行
う

必
要
が
あ
る
た
め
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、
賃
貸
マ

ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
は
対
象
と
な
り

ま
す
。

▼ 

投
資
に
よ
り
新
た
に
課
さ
れ
る
固
定

資
産
税
評
価
額
が
3
千
万
円
以
上

（
中
小
企
業
者
）の
事
業

家
屋
ま
た
は
償
却
資
産
の
固
定
資
産

税
評
価
額
の
合
計
額
が
、
3
千
万
円
以

上（
中
小
企
業
者
以
外
は
1
億
円
以

上
）で
あ
る
事
業
。

・
家
屋
の
用
地
の
た
め
に
平
成
18
年
1

月
2
日
以
降
に
土
地
を
取
得
し
た
場

合
は
、
そ
の
土
地
の
固
定
資
産
税
評

価
額
を
家
屋
の
固
定
資
産
税
評
価
額

に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
家
屋
を
増
築
す
る
場
合
は
、
増
築
部

分
の
み
の
固
定
資
産
税
評
価
額
が
対

象
で
す
。

・
家
屋
を
改
築
す
る
場
合
は
、
改
築
前

と
改
築
後
の
固
定
資
産
税
評
価
額
の

差
額
で
判
断
し
ま
す
。

～産業支援奨励金～
市では、市内にある既存の産業を応援し、また

新しい企業を誘致するため、平成18年度から新た
な投資に対しての奨励金を交付しています。
今号では、この奨励金の概要についてお知らせ

します。

新たな投資をする事業者を応援します

中小企業の定義
業　種 定義（会社または個人）

製造業・建設業・
運輸業

資本金：3億円以下
従業員数：300人以下

卸売業 資本金：1億円以下
従業員数：100人以下

サービス業 資本金：5,000万円以下
従業員数：100人以下

小売業 資本金：5,000万円以下
従業員数：50人以下

※ 資本金、従業員数のいずれかを満たせば中小企業者
となります。

詳
し
く
は
、
産
業
振
興
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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